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滋賀県における今後の環境学習のあり方について  

検討まとめのイメージ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （小委員会での検討の方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

環境学習のあり方

検討の意義 

資料２－３ 

琵琶湖環境 

の再生 

目指す社会のイメージ 

琵琶湖をはじめとする滋賀の環境

と生態系が健全に保たれ、バラン

スのとれた経済発展を通じて、県

民すべての生活の質の向上が図ら

れている豊かで安全な社会。 

（持続可能な滋賀社会ビジョンを

ベースに） 

低炭素社会の

実現 

琵琶湖流域および周辺

で健全な生態系と安

全・安心な水環境を確

保し、遊・食・住等の

人の暮らしと琵琶湖の

関わりを再生すること 

地球温暖化などの環

境変化への対応とし

て、環境保全と経済

発展を両立しなが

ら、温室効果ガスを

削減すること 

主体的に環境保全行動を行う人育ち・人育てによる 

持続可能な社会づくり 

環境教育等促進法の施行、県内外の社会状況の変化を

踏まえて、持続可能な社会づくりのための環境学習

（ESD）という観点から、滋賀県における今後の環境

学習のあり方について検討する必要がある。 
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  ＜目標＞ 

 

 

 

 

   

＜目標達成に向けて特に重要な視点＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な 

社会づくりのための 

環境学習のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境学習のめざすもの 

○「つながり」を意識し、深める 

主体的に環境保全行動を行う人育ち・人育てによる 

持続可能な社会づくり 

琵琶湖を守ろうと立ち上がっ

た県民運動の原点に立ち返

り、持続可能社会づくりのた

めに解決すべき環境課題（特

に、琵琶湖環境の再生、低炭

素社会の実現）を自分ごとと

して捉え、普段の消費行動な

ど身近なことから行動する人

材が育つ、あるいは人材を育

てることにより、持続可能な

社会を実現すること 

・私たちが自然の生態系の中で生きていることを理解し、人と人との絆や、

人と自然、人と社会とのつながりを深めていく必要がある。 
・自然体験や環境保全活動の実践を通して、様々なつながりを理解し、深

めることで、そのつながりが学びに、持続可能な社会づくりへとつながっ

ていく。 

○直接「体験・実践」する。 

・環境の恵みを、体験を通して、全身で感じ、環境を大

切に思う心を幼少期から育むことが重要である。また、

地域の身近な課題に対する取り組みを体験することに

よって、学びに実感を伴わせることができ、地域への関

心・愛着に裏打ちされた行動につなげることができる。

・本県には、琵琶湖をはじめ、多様な自然体験の場があ

り、かつ、びわ湖の日に環境美化活動を実践するなどの

滋賀らしさがある。 

 

 

人材育成 

（主体性） 

持続可能社会 

（経済・社会・環境） 

・学習と実践をサイクルで捉えては 

・サイクルならどこから入ってもスタートしてもよい 

・学習・実践サイクルで変容する環境問題に対応していく 

・それが“つながり”の創出と課題解決，その先の持続可能社会へとつながる 
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「用語の整理」 

 

 

ESD の枠組みの中で環境学習を捉え直した考え方で、学びに「実践」と「つながり」の視点

を意識するもの。学びにおいては、住民一人ひとりがこれからの琵琶湖や持続可能な滋賀社会

のために、どうしていくかを自ら学ぶ、あるいは相互に学びあう、教えあうというニュアンス

をこの言葉に込めている。※小委員会での共通理解として 

 

            

 
[つながり]      [基本的な考え方]                [体験・実践の視点] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 持続可能な社会づくりのための環境学習（ESD） 

環境学習で何が大切か 

あらゆる場で 

行われること 
○暮らしの様々な場面で実践すること⇒ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変革 

○家庭、学校、地域、職場等のあらゆる場で学習、体験、実

践すること 

体系的に 

行われること 

○幼児から高齢に至るまで、ライフステージに応じた学習、

体験、実践をつなげていくこと 

総合的に 

行われること 

○環境と社会・経済・文化とのつながりなど、様々な課題の

間のつながりを意識し、総合的にどうやって課題を解決し

ていくかを考え、行動すること 

人と関わりを持ち

行われること 

次世代を意識して

行われること 

○学びや実践において、人と人（個人として）のつながりや信

頼関係を大切にすること 

○孫子の世代に豊かな琵琶湖、今の世代と次の世代のつながり

を意識して行動すること 

地域に根ざして 

行われること 

○学習や実践では、NPO、学校、企業、メディア等の多様な

主体がつながりあい、協力しあうこと 

○環境人材を生かす場や機会を広げること 

協働・連携が重視さ

れて行われること 

○地域に愛着をもち、地域の課題を解決する（地域をよくす

る）ことが、全県を、琵琶湖をよくすることにもつながる

ことを意識して行動すること。 
 

 
 

場の 
つながり 

 
 

課題の 

つながり 

 
 

人と人の 
つながり 

主体間の 

つながり 
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［つながりの視点］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

環境学習を推進するために 

多様な主体が協働、連携していく上で、

主体をつなぐ「コーディネート」が必要 
最初の一歩のお手伝い。 

学び、体験、実践を支える、

あるいは教育的に促す「リー

ダー」が必要。 

シニア層や女性など、身近な

地域で学びを支える「地域サ

ポーター」（地域団体）が必要

ひと 
（主体） 

学び、体

験・実践

の場 

拠点施設 

学校 

地域 

家庭 職場 

山・湖等自然 

学び・体験・実践の現場は様々 

コーディネーター（つなぎ役） 

リーダー（指導者）

論

点 

○ どうすれば指導者が増え、活躍できるのか 
○ どうすれば普段から行動してもらえるのか 
○ どう拠点施設を充実させるのか 
○ どう学校を支援するのか

地域サポーター（団体）

学びあい・教えあいの関係の中で 

地域 

学習者・実践者 

課題の 
共有 
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※ 環境学習を進める上で、今後さらに求められる役割等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民・地域 
○身近な自然を体験 

○生活の中での行動 

○地域活動への参画 

○環境ｲﾍﾞﾝﾄへ参画等 

民間団体 
○環境保全活動実践 

○交流の機会づくり 

○学習講座の充実 

  等 

各主体の役割 

学校 
○学校での環境実践 

○交流の機会づくり 

○教員研修  

 等 

環境学習拠点（官・民）
○学習サポート 

○情報提供、交流促進 

○人材育成、活用支援 

○プログラム実施等 

県・市町・教委等 
○情報の提供 
○普及啓発 
○人材の育成 
○交流の場の提供等 

各主体が 

つながりあう

事業者 
○環境配慮製品充実 

○地域貢献 

○従業員環境研修 等

県と市町など行

政内での役割分

担をより明確に

具体的に活動別

にどういう役割で

進めていくか 

・ 持続可能な社会づくりのための環境学習の目標は、人材育成による持続可能な社会づく

りであることから、その目標の達成度は、学習機会や指導者・サポーターの増加だけでな

く、そういった取り組みにより、どれだけ人々が持続可能な社会づくりに向けて実践する

ようになったかで測るべきではないか。 

環境学習の推進による成果 


